
郡山市特別支援教育就学奨励費の支給に関する要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、小学校及び中学校に就学する学校教育法施行令（昭和２８年政令３４０

号）第２２条の３に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒の保護者（学校教育法

（昭和２２年法律第２６号）第２２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）又は特別

支援学級に通学する児童若しくは生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内

において特別支援教育就学奨励費（以下「奨励費」という。）を支給することにより、特別

支援教育の振興に資することを目的とする。 

 （対象経費の範囲） 

第２条 奨励費の対象となる経費の範囲は、次に掲げるところによる。 

(１) 学校給食費 

  学校給食法（昭和２９年法律第１６０号）第６条第２項に規定する学校給食に要する  

費用で、教育委員会が定める額とする。 

 (２) 通学に要する交通費 

  ア 交通機関利用による通学の場合は、児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び  

   方法により通学する場合の交通費の額とする。 

  イ 自家用車利用による通学の場合は、児童又は生徒の心身の障害の状況を考慮して、 

   校長が適当であると認めた場合の自家用車の運行に要するガソリン代とする。ただ  

   し、その額は最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合とし、その通学  

   距離区分により別表に定める額とする。 

 (３) 修学旅行費 

  児童又は生徒が、小学校又は中学校を通じてそれぞれ１回参加する修学旅行に要する経費

のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきことになる

その他の経費の費用で、教育委員会が定める額とする。 

 (４) 校外活動等参加費 

  ア 児童又は生徒が、校外活動（ただし、イを除く）に参加するに要する経費のうち、 

   校外活動に直接必要な交通費及び見学料の費用で、教育委員会が定める額とする。 

  イ 児童又は生徒が、宿泊を伴う校外活動に参加するに要する経費のうち、宿泊を伴う校

外活動に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の費用で、教育委員会が定める額とする。 

 (５) 学用品・通学用品購入費 

  児童又は生徒が、通常必要とする学用品・通学用品購入の費用で、教育委員会が定める額

とする。 

 (６) 新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 

  新たに入学する児童又は生徒が、通常必要とする学用品及び通学用品購入の費用で、教育

委員会が定める額とする。 

２ 弱視、難聴、言語障害等の児童又は生徒で、年間を通じ４８回以上定期的に特別支援 学

級において、特定の時間のみ特別の指導を受けている者については、その通学に係る特別に

要する交通費のみを、前項第２号の「通学に要する交通費」として支給の対象とすることが

できる。 



 （支給対象者） 

第３条 奨励費は、児童又は生徒の属する世帯で、収入額（特別支援学校への就学奨励に関す

る法律施行令（昭和２９年政令第１５７号）。以下「施行令」という。第２条第１号の規定

に基づく。以下同じ。）と需要額（施行令第２条第１号の規定に基づく。以下同じ。）の割

合に応じ、次の区分により支給するものとする。 

 (１) 収入額が需要額の２．５倍未満の場合 

  前条第１号、第３号から第５号までに掲げる経費の半額。ならびに前条第２号（遠距離通

学費助成の対象となる場合は除く。）及び第６号に掲げる経費の全額。 

 (２) 収入額が需要額の２．５倍以上の場合 

  前条第２号に掲げる経費の半額（遠距離通学費助成の対象となる場合は除く。） 

２ 児童又は生徒の保護者が、次のいずれかに該当する場合は除くものとする。 

 (１) 世帯の収入額が、需要額の２．５倍以上に該当すると自ら認め奨励費の全部又は、 

 一部の給付を辞退する児童又は生徒の保護者。 

 (２) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に定める児童福祉施設、指定療育機関等に

入所又は入院し、当該施設等において就学に係る措置費又は療育の給付を受けている児童

又は生徒の保護者。 

 (３) 郡山市就学援助事業実施要綱第２条の規定により、要保護者又は準要保護者と認定さ

れ援助を受けている特別支援学級の児童又は生徒の保護者。 

３ 第２条第１項第２号の経費については、要保護者又は準要保護者として認定された者につ

いても支給することができる。ただし、郡山市就学援助事業実施要綱第６条の規定による通

学費を支給されている者を除くものとする。 

 （奨励費の申請） 

第４条 奨励費の交付を受けようとする児童又は生徒の保護者は、特別支援教育就学奨励費

交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添付して教育委員会に申請しなければなら

ない。ただし、書類により証明すべき事実を教育委員会が公簿等によって確認することが

できるときは、当該書類の添付を省略することができる。 

（１） 奨励費の交付を受けようとする児童又は生徒と生計を同一とする者について、前年の

所得金額にかかる市区町村長の発行する所得が記載された証明書（以下「所得証明書」と

いう。）。ただし、未就学児及び学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第１条に規定する

学校に在籍し当該年度において市県民税を課税されていない者については、所得証明書の

添付を省略することができる。 

（２） 所得証明書を提出する者については、郡山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例（平成 27 年郡山市条例第 81 号）別表第２で定める地方税関係情報を確認

することについての同意書 

 （支給支弁区分の通知） 

第５条 教育委員会は、支給についての支弁区分を決定した場合は、これを校長を通じ速やか

に保護者に通知するものとする。 

 （奨励費の支給） 

第６条 奨励費は、児童又は生徒の保護者に支払うものとする。 



 （届け出の義務） 

第７条 奨励費の支給対象となる保護者の児童及び生徒について異動があったときは、保護者

は、校長を通じ速やかに教育委員会に届け出なければならない。 

 （不正行為による奨励費の返還） 

第８条 教育委員会は、偽り、その他不正行為によって奨励費の支給を受けた者があるときは、

その者から当該支給を受けた額の全部又は一部の返還を求めることができる。 

 （委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

 

   附 則 

この要綱は、昭和６１年３月１０日から施行し、昭和６０年度奨励費から適用する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成１７年７月１５日から施行する。 

２ この要綱の施行の際限に改正前の要綱の様式の規定に基づいて作成されている用紙は改

正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。 

   附 則 

この要綱は、平成１９年４月２日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成１９年１１月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年８月１日から施行し、平成２５年度奨励費から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年１月１日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

 

小学校 

 

片道の通学距離 助成月額  

１キロメートル以上３キロメートル未満 １，０００円 

３キロメートル以上５キロメートル未満 ２，４００円 

５キロメートル以上 ３，７００円 

 

中学校 

 

片道の通学距離 助成月額  

１キロメートル以上３キロメートル未満 １，０００円 



３キロメートル以上５キロメートル未満 ２，４００円 

５キロメートル以上７キロメートル未満 ３，７００円 

７キロメートル以上 ５，０００円 

 

 

第１号様式（第４条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式 (その１ )(第４条関係 ) 

平成   年   月   日   

特別支援教育就学奨励費交付申請書 

 郡山市教育委員会  様  

         申請者（保護者）住  所                  

                 連絡先                  

氏  名               印   

平成   年度特別支援教育就学奨励費の交付を受けたいので、次のとおり申請

します。特別支援教育就学奨励費が認定された場合は、下記振込口座に振込んで

ください。  

偽りその他不正の手段により特別支援教育就学奨励費の支給を受けた時は、認

定を取り消されても異議はありません。  

児 童 生 徒 氏 名 

及 び 学 年 
   第   学年 

学 校 名 

（ 学 級 名 ） 

                    

    （              ） 

金 融 機 関 名  

支 店 名  

預 金 種 別 
（ □ 普通・総合、□ 当座 ） 

（※該当するほうの□にチェックしてください。） 

口 座 番 号  

口 座 名 義 人 
（※カタカナで記入してください。） 

※口座名義人は、必ず申請者本人のものを記入してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号様式(その３)(第４条関係) 

特別支援教育就学奨励費通学費確認書 

保護者 住 所：                 

    氏 名：              印  

児 童 生 徒 氏 名 学 校 名 ( 学 級 名 ) 学 年 

  （      ） 第   学 年 

 

経

路 

通学手段 

(バス、自家用車等) 
区     間 

(自宅、バス停、駅、学校) 

乗車券の種類 

(定期券、回数券) 
通学費（年額） 

１  ～  円  

２  ～  円  

３  ～  円  

↓上記経路で「自家用車」を利用する場合、記入してください。 

利用距離(最短距離) 

(自宅～学校) 
登下校の自動車利用について(該当する□にチェックしてください。) 

片道     ｋｍ □登校時のみ利用  □下校時のみ利用  □登下校両方利用 

 

＜通学路略図（保護者が必ず記入してください。）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校長確認印 

 

 


